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平成30年登米市議会定例会 
９月定期議会 提案理由説明書 

（その２） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 米 市 議 会 
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本件は、営造物の管理瑕疵に係る損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 

 

 

本案は、登米祝祭劇場舞台音響設備改修工事請負契約を締結するにあたり、地 

方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び登米市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年登米市条例第 73

号）第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

報告第 35 号 
損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告につい

て 

議案第 79 号 工事請負契約の締結について 


